
＜特別徴収義務者指定までの流れ＞

①令和5年度給与支払報告書を提出
※他自治体からの回送を含む

②令和5年度特別徴収義務者の指定に関する通知

③令和6年度給与支払報告書を提出
※他自治体からの回送を含む

　　　

　はい
　　　　

　　   いいえ

 　　 いいえ    はい

　　　　　　 　　　　　　　

　　　  ⑤届出書提出
　

　　　

　

　　  b

④特別徴収義務者に指定
（令和6年5月中旬）

ａ特別徴収義務者に指定
（令和6年5月中旬）
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特別徴収に該当する従

業員で令和6年4月1日

までに退職する従業員

はいますか？

該当者分の給与所得者異動届出書を提出して

ください（令和6年4月15日まで）

●ご提出いただくことで

ａ 特別徴収に該当する従業員が残っている

b 特別徴収に該当する従業員がいなくなった

特別徴収義務者の指定は

ありません

③の報告内容で特別
徴収に該当する従業
員はいますか？


